
河川維持に関する令和元年度要望活動（国直轄分） 

 

 

〇上越市では、一級河川関川の河床掘削等の適切な実施について、河川管理者 

である国土交通省に対して毎年、複数回にわたって要望しています。 

 

 令和元年 7月 19日 波塚都市整備部長 ⇒国土交通省高田河川国道事務所長 

 令和元年 7月 25日 村山市長 ⇒国土交通省北陸地方整備局長 

 令和元年 8月 1日  村山市長⇒国土交通省（本省）水管理・国土保全局長 

 令和元年 11月 19日 村山市長⇒国土交通省（本省）水管理・国土保全局長 

 

要望書 

 〇別紙のとおり 

 

 〇上記のほか、市民からの通報をいただく度に高田河川国道事務所に連絡し、 

しっかりと要望を伝えています。 
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上越地域の治水対策の推進について（継続） 
                          

（要望事項）  

「上越地域の治水対策の 推進」のため、次の事項につい

て、特段のご配慮をお願いいたします。  
 

１．関川・保倉川の治水対策の推進について  

（１）関川・保倉川における国直轄区間の河道の維持  
 

２．上越地域における中小河川の整備促進について  

（１）関川水系河川の整備の促進  

（２）柿崎川水系河川の整備の促進  

 

（要望理由等）  

上越地域の河川は、甚大な被

害をもたらした平成７年７月の

豪雨など、度重なる水害を受け、

これまで激甚災害対策特別緊急

事業などによる改修事業が進め

られてまいりました。しかしな

がら、未だに改修整備が必要な

河川が数多くあり、平成２９年

７月１日から４日にかけての豪

雨及び１０月２３日の台風第２

１号、そして令和元年東日本台風など、近年大変多くの浸水被害が発

生しているところであります。  

特に、令和元年東日本台風では関川本川の水位が氾濫危険水位に達

するなど、多くの河川で極めて危険な事態となり、流域の住民に避難

指示・勧告を発令しております。また、支川である矢代川においては、

堤防決壊により濁流が流入するなど、河川整備等治水対策事業の促進

が喫緊の課題となっている状況であります。  

 

令和元年東日本台風に伴う豪雨  
関川水系矢代川の堤防決壊  

（上越市西田中地内）  



関川本川については、過去

の大水害を受け、築堤等の整

備が進められてきましたが、

洪水を安全に流下させるため

には、国が管理する関川・保

倉川における堆積土砂の撤去

等河道の維持が必要でありま

す。  

また、関川水系の飯田川、

桑曾根川、潟川及び柿崎川水

系の柿崎川、吉川など新潟県

が管理する中小河川において

は、改修事業が進められてい

るものの、多くの区間では 河

川整備計画規模の豪雨に対応

できる能力を持たない状況で

あり、治水安全度の向上が必

要不可欠であります。  

現在、国による「防災・減

災、国土強靱化のための３か

年緊急対策」の実施により、

治水対策の取組が進むものと考えておりますが、 沿川地域住民の生

命・財産を守り、企業等が安心して立地できる安全性の確立を図るた

めには、３か年緊急対策以後も継続的に実施していくことが必要不可

欠であり、治水対策の推進について、特段のご配慮をお願いいたしま

す。

 
平成 23 年 7 月新潟・福島豪雨  

関川水系保倉川  
（上越市頸城区鵜ノ木地内）  

 
平成 25 年 9 月台風第 18 号に伴う豪雨  

関川水系矢代川の堤防決壊  
（妙高市栗原地内）  



 

 

 
 

 

○関川は昭和 44 年（1969 年）に一級河川に指定されてから 50 年を超え

たが、これまで激甚災害対策特別緊急事業（S57 洪水激特事業）の採択

も合わせた一連区間の大規模な引き堤改修を実施した結果、氾濫頻度の

減少とともに沿川の開発が著しく進展し、市街化区域も徐々に拡大  

○特に上源入・下源入・下門前地区では近年新たに宅地開発が進み、昭和

56 年からの 38 年間に約 1,500 戸の住宅が建設、今なお、盛んに着工数

が増加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床上浸水 2,738戸 

床下浸水 4,472戸 

関川

 

治水事業の実施により地域の発展に寄与 

   浸水区域 

関
川 

① 

② 

昭和 57 年 9 月洪水による  

浸水状況  

（高田基準点：約 2,460m3/s）  

 

上源入・下源入 

下門前地区 
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地域の安全度向上による産業立地等の促進 

引

き

堤

実

施 

上 源 入 ・ 下 源 入  

下 門 前 地 区  

昭 和 50 年  

（ 1975）  

 

 

平 成 24 年  

（ 2012）  

公 共 ・ 商 業 施 設  

宅 地 開 発  

関 川  

関 川  

S 5 7  

出 水  

S 5 7 出 水 後  

約 1 , 5 0 0 戸 U P  

①引き堤事業により沿川の開発が進展  

②改修した藤巻地区では平成 7 年洪水で被害なし  

① 

② 

 

 

上越市長  村山秀幸  コメント  
降雨状況が局地化、集中化、激甚化している中、いつ災害が発生してもおかしく

ない。上越地域における治水安全度の向上が必要不可欠な状況である。  

上越観光物産センター
(平成3年完成)

 

アコ－レSC(イオン)
平成8年3月完成

 

住宅地開発状況(下門前)
(平成23年から宅地開発)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



儀明川ダムに関する令和元年度要望活動 

 

〇上越市では、儀明川ダムの整備促進について、事業主体である新潟県に対し

て毎年、複数回にわたって要望しています。 

 

 令和元年 5月 27日 波塚都市整備部長 ⇒上越地域振興局地域整備部長 

 令和元年 7月 29日 波塚都市整備部長 ⇒上越地域振興局長 

 令和元年７月 29日 村山市長 ⇒ 新潟県土木部長 

 

 

〇また上越市では、儀明川ダムの整備促進について、許可権者である国土交通

省に対して毎年、複数回にわたって要望しています。 

 

 令和元年 7月 19日 波塚都市整備部長 ⇒国土交通省高田河川国道事務所長 

 令和元年 7月 25日 村山市長 ⇒国土交通省北陸地方整備局長 

 令和元年 8月 1日  村山市長⇒国土交通省（本省）水管理・国土保全局長 

 令和元年 11月 19日 村山市長⇒国土交通省（本省）水管理・国土保全局長 

 

要望書 

 〇別紙のとおり 

 

  

101236
テキストボックス
当日配布資料№8



 

儀明川ダムの建設促進について（継続） 
                          

（要望事項） 

「儀明川ダムの建設促進」について、特段のご配慮をお願いい

たします。 

 

（要望理由等） 

儀明川は、上越市の高田地区中心市街地を流れる一級河川であり、昭和

４０年９月の台風第２４号では、河川から溢れた水により高田市街地で甚

大な被害が発生し、その後も儀明川流域では浸水被害が頻発してきました。 

度重なる水害を受け、これまで儀明川の改修が進められてきましたが、

平成２９年１０月の台風第２１号では、儀明川から溢れた水が市街地へ流

れ込み、令和元年東日本台風でも同様の状況が起こるなど、未だに満足な

能力を持たない状況であります。 

このようなことから、特に流下能力が不足している溢水箇所においては、

河川改修に伴う設計が進められているところでありますが、市街地の安心

安全を確保するには、中心部から約３㎞と近接し、都市災害の防止の観点

からも非常に重要な位置づけとなっている儀明川ダムの早期の整備が必要

であります。 

併せて、当地域は全国有数の豪雪地帯でありながら、地盤沈下地域であ

るため、地下水を利用した消雪パイプの新設や延伸を行うことは難しく、

代替として流雪溝による克雪対策を進めているところでありますが、その

水源を確保するためにも儀明川ダムが必要不可欠であります。 

このため、儀明川ダムは、治水対策としての緊急性、必要性はもとより、

克雪用水を確保する意味からもその重要度は高いことから、儀明川ダム建

設事業の本体着工について、特段のご配慮をお願いいたします。  

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

上越市雨水管理総合計画 
 

（抜粋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年３月 

 

上  越  市 
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Ⅰ 現状と背景 

当市の下水道事業は、これまで汚水整備を優先的に実施してきた。一方、雨水整備につい

ては、雨水幹線の整備を継続的に実施しているものの、厳しい財政状況の下、まとまった事

業費を確保することが困難であることから、全体としては進んでいない。（表 1-1） 

近年、異常降雨が原因で全国的に多くの浸水被害が発生している。市内でも同様の浸水被

害が多く発生しており（表 1-2、図 1-1）、これらを解消・軽減するための対策が求められて

いる。 

国では、このような被害の解消・軽減を図ることを目的とし、平成 27年度に下水道法及び

水防法を改正し、浸水対策をソフト・ハード両面から重点的に推進するため、複数のガイド

ラインを策定するとともに、社会資本整備総合交付金に浸水対策への支援を強化するメニュ

ーを創設した。 

市では、これまでも浸水被害が発生した箇所の評価を行い、整備の優先度を定めた中で、

浸水対策を進める計画策定を検討してきたが、国の新たな支援を受け、これらを活用し、浸

水対策を更に効率的かつ効果的に実施するため、「上越市雨水管理総合計画」を策定すること

とした。 

これにより、早期の浸水被害の解消・軽減に取り組むとともに、行政と住民が連携した自

助・共助による対策を取り入れることで、地域の防災力を高め、災害に強い都市構造を構築

し、市民の安全安心な生活を確保する。 

 

表 1-1 主要な雨水幹線の整備状況 

処理区 
計画延長 

（km） 

整備済延長 

（km） 

整備率 

（%） 

上越処理区 
（頸城区含む） 

45.9 17.6 38 

柿崎処理区 1.5 1.5 100 

大潟処理区 2.5 1.8 72 

計 49.9 20.9 42 

※ 雨水幹線：集水面積 20ha以上の大規模な雨水排水路 

※ 計画延長：公共下水道事業計画（雨水）の延長 

※ 各処理区の小・中規模な雨水排水路（集水面積 20ha未満）は未整備箇所有 

 

      表 1-2 近年の主な浸水被害報告状況 ※1 

日付 H18.10.29 H28.7.26～27 H29.10.23 

降雨量 
91.0㎜/h ※2 

117.0㎜/日 

60.0㎜/h 

242.5㎜/日 ※3 

19.5㎜/h 

145.5㎜/日 

床上・床下浸水 

（ ）※4 

352件 

（350件） 

119件 

（104件） 

226件 

（191件） 

道路冠水 

（ ）※4 

― か所 

（― か所） 

46か所 

（33か所） 

41か所 

（29か所） 

※1 被害件数は、水害統計及び危機管理課で集約した情報等を基

に記載。H18年の道路冠水は短時間降雨であったため、箇所数

は不明 

※2  高田観測所の観測史上 1位（1時間降雨量の最大値） 

※3 高田観測所の観測史上 2位（24時間降雨量の最大値） 

※4 （ ）書きは市全体のうち、上越処理区内の浸水被害件数及び箇所数 

図 1-1 浸水状況 



 

 

Ⅱ 目的と位置付け 

１ 策定の目的 

雨水管理総合計画は、多発する浸水被害への対策を効率的かつ効果的に進め、早期に浸

水被害の解消・軽減を図ることを目的とする。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、第 6 次総合計画における政策分野別の取組のうち、災害に強い居住環境の構

築を実現するための各種整備計画として位置付ける。 

目標の設定に当たっては、財源の裏付けとなる上越市財政計画と整合を図るとともに、

上越市都市計画マスタープランと連携を図りながら取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 上越市雨水管理総合計画の位置付け 

 

 

 

３ 計画の対象区域 

上越市全域を対象とする。 

 

４ 計画期間 

本計画の期間は、平成 31年度から平成 50年度までの 20年間とする。ただし、今後新た

に発生する浸水被害や社会情勢の変化等を踏まえ、5 年に 1 回を基本として適宜ローリン

グ（見直し）を行う。 

 

５ 基本方針 

市民の安全安心な生活を確保するため、浸水被害の早期解消・軽減を目指し、その地域

の状況にあった適切な対策を計画的に実施する。 

  本計画を着実に実施するため、次の 4つの対策を計画的に行う。（図 2-2） 

 

 

 

上越市総合計画 

 

整合 

財源の裏付け 

上越市行政改革大綱 上越市財政計画 

 

上越市行政改革推進計画 

上越市都市計画マスタープラン 

上越市立地適正化計画 

 

 

各種整備計画 

上越市雨水管理総合計画 

実行計画 

個別計画 

 即する 
連携 

連携 

整合 

下支え 

上越市地域防災計画 

上越市水防計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 計画の構成 

 

【４つの対策】 

① 雨水幹線整備 

公共下水道事業計画に基づく雨水幹線等の整備が遅れている現状から、各地区の浸水

リスクの評価を行い、優先順位の高い地区において、効率的かつ効果的に雨水幹線の整

備を行う。 

② 排水ポンプ整備 

河川の水位上昇に伴い発生する浸水被害に対し、浸水シミュレーションを行い、排水

ポンプの必要性と優先度を明確化し、必要な排水ポンプの整備を行う。 

③ 応急対策 

雨水幹線等の改修によらず、軽微な改修により浸水被害の軽減に大きな効果を得るこ

とができるものや、新たに発生した浸水被害で、早急に対策を行う必要があるものに対

して応急的な対策を行う。 

④ ソフト対策 

ハード整備だけでは対応が困難な浸水被害に対し、被害を最小限に抑えるため、水位

観測情報の収集・提供など市民へ安全な避難を促すためのソフト的な対策を行う。 

 

６ 対策の適用範囲 

  各地区における対策の適用範囲は下図のとおりとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 対策の適用範囲 
 

凡 例 

 

雨水幹線整備・・・公共下水道事業計画（雨水計画）の区域を対象 
 

 

      排水ポンプ整備・応急対策・ソフト対策・・・上越市全域を対象 

上越市雨水管理総合計画 

■ハード対策 

① 雨水幹線整備 

② 排水ポンプ整備（固定式） 

③ 応急対策 

■ソフト対策 

② 排水ポンプ整備（移動式） 

④ ソフト対策 
 

合併前上越市 大潟区、柿崎区 安塚区、浦川原区 

大島区、牧区 

吉川区、中郷区 

板倉区、清里区 

三和区、名立区 頸城区 



 

 

雨水幹線を整備する排水区

事業継続地区

（大潟）

・鵜の浜

短期整備地区

（直江津）

・五智北

事業継続地区

（春日）

・土橋

・新町北第一

短期整備地区

（高田）

・本城町

短期整備地区

（金谷）

・中通町

事業継続地区

（金谷）

・御殿山 旧市町村界

排水区域界

短期整備地区

事業継続地区



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本城町排水区 雨水幹線位置図

既設排水路

整備箇所（新設、改修）

整備箇所（既設排水路を活用）

水戸の川

水戸の川排水機場




